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１ 声明の趣旨 

  当会は、文部科学省に対し、２０１６年３月２９日に、２８都道府県知事

宛に対して発出した「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について（通

知）」の速やかな撤回を求める。 

 

２ 声明の理由 

（１） 文部科学省は、２０１６年３月２９日、朝鮮学校が所在する２８都道

府県に対し、日本政府が「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮

総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼし

ている」と認識していることを摘示した上で、朝鮮学校への補助金交付

について、「朝鮮学校にかかる補助金の公益性、教育進行上の効果等に関

する十分な御検討」や「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性の

ある執行の確保」等を要請する、「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留

意点について（通知）」（以下「本件通知」という。）を発出した。 

（２） 本件通知について、馳浩文部科学大臣は、本年３月２９日の記者会見

において、「朝鮮学校に補助金を出す権限は自治体側にありますので、私

としては留意点を申し上げただけであって、減額しろとか、なくしてし

まえとか、そういうことを言うものではありません。」と説明し、地方公

共団体に対し、朝鮮学校に対する補助金支給を自粛するよう求めるもの

ではないと説明している。  

（３） ところで、２０１５年６月２５日、自民党拉致問題対策本部は、１３

項目の対北朝鮮措置をとりまとめ、日本政府に対し、対北朝鮮措置の実

行を強く要請した。その内容の１として、「朝鮮学校へ補助金を支出して

いる地方公共団体に対し、公益性の有無を厳しく指摘し、全面停止を強

く指導・助言すること」が掲げられていた。 

    その後、自民党は、２０１６年１月６日に「北朝鮮の核実験に対する

緊急党声明」を、同年２月７日に「北朝鮮による弾道ミサイル発射に対

する緊急党声明」をそれぞれ出した。そして、「北朝鮮による弾道ミサイ

ル発射に対する緊急党声明」では、「政府は、昨年６月にわが党の北朝鮮

による拉致問題対策本部から提言した１３項目の制裁強化策を速やかに



実施し、わが国独自の対北朝鮮措置の徹底を図るべき」ことを求めてい

た。 

（４） 本件通知が「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、そ

の教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」と

の認識を示していること、本件通知が朝鮮学校の所在する２８都道府県

に対してのみ出されていること、そして、上記のような、本件通知が出

されるまでの経緯からすれば、本件通知を受領した各地方公共団体にお

いて、政治的・外交的理由から、日本政府が朝鮮学校への補助金交付の

停止を求めていると受け止める危険性が極めて高い。 

    現に、報道によれば、補助金の支給を停止する意向を示した地方公共

団体もあるなど、その影響が出ている。 

（５） そもそも、朝鮮学校に在籍する児童・生徒は、他の児童・生徒と同様

に、日本国憲法２６条第１項、経済的、社会的及び文化的権利に関する

国際規約（社会権規約）第１３条、児童の権利に関する条約第２８条・

３０条により、教育を受ける権利を保障されており、朝鮮学校への補助

金の支給は、教育を受ける権利を実質的に保障するために行われている

措置である。 

    にもかかわらず、朝鮮学校のみを対象とし、朝鮮学校に在籍する児童・

生徒とは無関係な北朝鮮との政治的・外交的問題を理由として、朝鮮学

校への補助金を停止することは、憲法第１４条、市民的及び政治的権利

に関する国際規約（自由権規約）第２６条、社会権規約第２条第２項、

人種差別撤廃条約第５条などが定める平等原則に反する不当な差別に該

当する疑いが極めて高い。このことは、２０１４年（平成２６年）８月

２９日に公表された国連人種差別撤廃委員会による総括所見においても、

一部の地方公共団体において朝鮮学校に対する補助金の凍結もしくは継

続的な縮減が行われていることについて、人権侵害についての強い懸念

が指摘されているところである。 

    そして、本件通知の存在自体が、朝鮮学校への補助金支給に対して抑

止的に働くとともに、既に補助金の支給を実施した各地方公共団体に対

しても、今後の北朝鮮との政治的・外交的状況が補助金支給に対して影

響を与え、補助金の支給を停止すなど、朝鮮学校に在籍する児童・生徒

の教育を受ける権利を侵害する危険がある。 

（６） 教育は、児童・生徒が人格を形成・発展させるために重要であり、児

童・生徒は教育を受ける権利を享受されなければならず、それは朝鮮学

校に在籍する生徒も例外ではない。 

    よって、当会は、文部科学大臣に対し、朝鮮学校に在籍する児童・生



徒と無関係な政治的・外交的理由が、朝鮮学校への補助金支給の実施に

対して影響を与え、補助金の支給を停止すなど、朝鮮学校に在籍する児

童・生徒の教育を受ける権利を侵害する危険がある本件通知を速やかに

撤回することを求める。 

以上 

 

 


